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○美しいまちをつくる三春町景観条例施行規則 

平成18年３月27日規則第５号 

美しいまちをつくる三春町景観条例施行規則 

美しいまちをつくる三春町景観条例施行規則（平成２年三春町規則第３号）の全部を改正する。 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この規則は、美しいまちをつくる三春町景観条例（平成17年三春町条例第32号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（工作物） 

第２条　条例第２条第２号の規則で定める工作物は、次の各号に掲げる工作物とする。 

(１)　擁壁、垣（生垣を除く。）、さく、塀その他これらに類するもの 

(２)　鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（第５号に掲げるものを

除く。） 

(３)　煙突、排気塔その他これらに類するもの 

(４)　電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの 

(５)　電波供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 

(６)　広告塔、広告板その他これらに類するもの 

(７)　高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの 

(８)　観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設 

(９)　コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 

(10)　自動車の駐車の用に供する立体的な施設 

(11)　石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設 

(12)　ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設 

(13)　彫像、記念碑その他これらに類するもの 

(14)　その他町長が指定するもの 

（地区の区域） 

第３条　条例別表の大分類の田園地区及び市街地地区の区域については、別表第１のとおりとする。 

（国、県等の適用の除外） 

第４条　条例第３条第４項により町が協力を要請する国、県又はその他の公的機関については、条

例第10条第１項及び条例第12条第１項の規定を適用しない。 
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第２章　良好な景観形成の推進 

第１節　景観整備等に大きな影響を及ぼす大規模建築物等の行為 

（行為の届出等） 

第５条　条例第10条第１項の規定による届出は、景観整備等に大きな影響をおよぼす行為届出書（第

１号様式）を町長に提出して行うものとする。届出の内容を変更するときも、同様とする。 

２　前項の届出には、別表第３の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添付す

るものとする。ただし、町長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。 

３　町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。 

４　条例第10条第１項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、景

観整備等に大きな影響をおよぼす行為完了・中止通知書（第２号様式）により町長に通知するも

のとする。 

（大規模建築物等の規模） 

第６条　条例第10条第１項第１号及び第３号から第５号までの規則で定める規模は、別表第２の地

区区分に応じ当該ア欄、イ欄、ウ欄、エ欄又はオ欄に掲げるものとする。 

第２節　景観整備等特別地区内の行為 

（特別地区内行為の届出） 

第７条　条例第12条第１項の規定による届出は、特別地区内行為届出書（第４号様式）を町長に提

出して行うものとする。届出の内容を変更するときも同様とする。 

２　前項の届出には、別表第３の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添付す

るものとする。 

３　町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。 

４　条例第12条第１項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、特

別地区内行為完了・中止通知書（第２号様式）により町長に通知するものとする。 

（特別地区のその他の行為） 

第８条　条例第12条第１項第６号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(１)　町長の指定する木竹の伐採又は植栽 

(２)　その他町長が必要と認める行為 

第３章　住民等による景観整備等の推進 

（まちづくり協定に定める事項） 

第９条　条例第18条第２項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 
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(１)　まちづくり協定地域の土地利用に関する基本計画 

(２)　建築物等の規模、形態、用途、位置、意匠、又は色彩に関する基準 

(３)　景観整備等のために必要な維持管理の方法 

(４)　まちづくり協定の有効期間 

(５)　その他まちづくり協定地域において景観整備等に関し必要な事項 

（まちづくり協定の届出） 

第10条　条例第19条第３項の規定による届出は、まちづくり協定内容届出書（第３号の１様式）を

町長に提出して行うものとする。届出の内容を変更するときも同様とする。 

２　条例第18条第２項の規定による協定には、前項の届出書に協定参加者一覧表（第３号の２様式）

を添付するものとする。 

３　第１項の届出には、別表第４に掲げる図書を添付するものとする。 

（事業者景観協定を要請する事業者） 

第11条　条例第21条の規則で定める計画及び行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(１)　数次にわたる行為を行うことが確実な計画 

(２)　土地の区画形質の変更に係る行為 

(３)　その他町長が必要と認める計画及び行為 

（事業者景観協定の内容） 

第12条　条例第22条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(１)　建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材に関する事項 

(２)　敷地の緑化等に関する事項 

(３)　土地の区画形質の変更に関する事項 

(４)　協定の変更及び有効期間に関する事項 

(５)　その他景観形成に関し、必要な事項 

（事業者景観協定に基づく通知） 

第13条　条例第24条第１項の規定による通知は、第５条の規定を準用する。ただし、「条例第10条

第１項」とあるのは、「条例第24条第１項」と、「届出」とあるのは、「通知」と読み替えるも

のとする。 

第４章　行政による支援措置 

（助成等） 
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第14条　条例第26条第１項及び第２項、並びに条例第17条第２項の規定によるまちづくり協定地域、

建築協定区域及び特別地区における技術的援助及び経費の一部助成については、町長が補助要綱

を定めて行う。 

第５章　雑則 

（雑則） 

第15条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

地区の区域 
 

大分類 区域
 

田園地区 市街地地区を除く三春町全域
 

市街地地区 三春町都市計画に定められた次の用途地域全域
 

ア　第１種低層住居専用地域
 

イ　第１種中高層住居専用地域
 

ウ　第２種中高層住居専用地域
 

エ　第１種住居地域
 

オ　近隣商業地域
 

カ　商業地域
 

キ　準工業地域
 

ク　工業地域
 

及び次の風致地区全域
 

ケ　城山跡風致地区
 

コ　紫雲寺風致地区
 

サ　北町風致地区
 

シ　天沢寺風致地区
 

ス　新町尼ケ谷風致地区
 

セ　荒町風致地区
 

ソ　馬場風致地区
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別表第２（第６条関係） 

届出なければならない大規模な建築物等及び土地の区画形質の変更等の規模 
 

届出対象行為
地区区分

 
田園地区 市街地地区

 
ア　建築物 ・新築 

・改築 

・増築 

・移転 

・外観の模様替え 

・外観の色彩の変更

延面積又は建築

面積500㎡又は高

さ13ｍ

延面積又は建築

面積300㎡又は高

さ10ｍ

 
イ　

工

作

物

①　擁壁・垣（生垣を除く）・さく・塀類 新築・改

築・増築・

移転・外観

の模様替

え・外観の

色彩の変

更

長さ20ｍ又は高さ　２ｍ
 

②　鉄筋コンクリート柱・鉄柱・木柱類 高さ　13ｍ 高さ　10ｍ
 

③　煙突・排気塔類
 

④　電波塔・物見塔・風車類
 

⑤　電線路等の支持物 高さ　20ｍ
 

⑥　広告塔・広告板類 高さ　４ｍ又は表示面積10㎡
 

⑦　高架水槽・冷却塔・パラボラアンテナ類 高さ　13ｍ又は

築造面積500㎡

高さ　10ｍ又は

築造面積300㎡
 

⑧　観覧車・ジェットコースター・メリーゴ

ーラウンド等の遊戯施設類
 

⑨　コンクリートプラント・アスファルトプ

ラント等の製造施設類
 

⑩　自動車の駐車の用に供する立体的な施設

（立体駐車場）
 

⑪　石油・ガス・穀物・飼料等の貯蔵施設
 

⑫　ごみ処理・し尿処理・汚水処理施設類
 

⑬　彫像・記念碑類
 

ウ　土地の区画形質の変更（水面の埋立て又は干拓を含む）面積3,000㎡又は

高さ５ｍ超かつ

長さ10ｍ超の法

面積1,000㎡又は

高さ５ｍ超かつ

長さ10ｍ超の法

 
エ　鉱物の掘採又は土石類の採取
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別表第３（第５条第２項、第７条第２項関係） 

景観整備等に大きな影響を及ぼす行為届出書に添付する図書（第５条第２項） 

特別地区内行為届出書に添付する行為（第７条第２項関係） 

 
面を生じるもの 面を生じるもの

 
オ　屋外における物品の集積又は貯蔵 高さ３ｍ又は面

積500㎡

高さ３ｍ又は面

積300㎡

 
図書の種類 付

近

見

取

図

配

置

図

兼

計

画

平

面

図

各

階

の

平

面

図

各

面

の

立

面

図

主

要

部

断

面

図

外

構

平

面

図

完成予

想図（カ

ラー）

状況カ

ラー写

真

地

形

図

計

画

平

面

図

計

画

断

面

図

植

栽

計

画

図

備

考
 

行為の区分

 
景観

整備

等に

大き

な影

響を

及ぼ

す行

為

建

築

物

等

の

新築、改築、増築、

移転

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

 
外観の模様替え ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

 
外観の色彩の変更 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

 
土地の区画形質の変更

（水面の埋立て又は干

拓を含む。）又は鉱物の

掘採若しくは土石の類

の採取

◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

 
屋外における物品の集

積又は貯蔵

◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

 

 
特別 建 新築、改築、増築、 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
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※１　「◎」印は、必ず添付を要する図書です。「○」印は、必要により添付を求める図書です。 

※２　「完成予想図（カラー）」は、体裁を問いません。 

※３　印のあるもの及び本表に掲げる以外の図書を求める場合があります。 

別表第４（第10条第３項関係） 

まちづくり協定内容届出書に添付する書類 

 
地区

内行

為

築

物

等

の

移転
 

外観の模様替え ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○
 

外観の色彩の変更 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

 
土地の区画形質の変更 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

 
屋外における物品の集

積又は貯蔵

◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

 
木

竹

の

伐採 ◎ ○ ◎ ○ ○
 

植栽 ◎ ○ ◎ ○ ◎

 
図書の種類 記載すべき事項例

 
まちづくり協定書 ○　景観整備等に関する申し合わせ事項

 
○　まちづくり協定の目的となっている地域

 
○　まちづくり協定地域の土地利用に関する基本計

画
 

○　建築物等の規模、形態、用途、意匠、色彩
 

○　景観整備等のために必要な維持管理の方法
 

○　まちづくり協定の有効期間
 

まちづくり協定地域を表示した図面 ―
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第１号様式（第５条第１項関係） 
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第２号様式（第５条第４項、第７条第４項関係） 
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第３号の１様式（第10条第１項関係） 
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第３号の２様式（第10条第２項関係） 
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第４号様式（第７条第１項関係） 
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